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農業委員及び農地利用最適化推進委員の活動（総括） 
 

実施時期 
業 務 内 容 

農業委員 推進委員 

月 

例 

10～   

12 日頃 

・許可等案件等の現地調査    

20 日頃 

・総会出席、議案の審査・議決 

・農業委員会だよりの編集作業 

・必要に応じ総会出席 

・活動記録簿の提出 

・農地利用状況調査票の提出 

月末まで 
・活動記録簿の提出（総会時） 

 

季 

節 

２～12 月 
・農作業労働賃金標準額の検討、

(案)作成、決定 

  

８～11 月 

【農地パトロール強化月間】 

・現地調査 

・違反転用防止ＰＲ等 

【農地パトロール強化月間】 

・現地調査 

・違反転用防止ＰＲ等 

適
宜
対
応
を
要
す
る
も
の 

・全員協議会出席 

・非農地判断に係る現地調査 

・地域計画に係る集落話し合いへ

の出席 

・農用地利用調整会議出席 

・農地等の利用の最適化の推進 

に関する指針の見直し、意見 

の作成 

・指導、勧告、立入調査等 

・各種研修会等への出席 

・農業委員会だよりの取材、原稿

執筆 

・全員協議会出席 

・非農地判断に係る現地調査 

・地域計画に係る集落話し合いへ

の出席 

・農用地利用調整会議出席 

・農地等の利用の最適化の推進 

に関する指針への意見具申 

・各種研修会等への出席 

日
々
の
活
動
で
行
う
も
の 

・地区審議会出席 

・農業者年金加入推進活動 

・認定農業者等担い手訪問 

・農地に関する意向把握 

・各種相談業務 

・全国農業新聞の普及促進 

・地区審議会出席 

・農地利用状況調査 

・農地利用意向調査 

・農業者年金加入推進活動 

・認定農業者等担い手訪問 

・農地に関する意向把握 

・各種相談業務 

・全国農業新聞の普及促進 
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その他の業務（事務局事務等） 
 

 各種証明書等の交付  

農業委員会では、法令や通知等に基づき、農地の権利移動や農業者が公的支援等を受

けるために必要な証明書等を次のとおり交付する。 

№ 主たる証明書等の名称 用 途 等 

１ 耕作証明書 
耕作する者であること等の証明。 

建築確認申請や軽油税減免申請に添付、耕作面積の確認等。 

２ 納税猶予適格者証明書 
税務署に提出する農地の相続税等の納税猶予申請に添付。 

※県税の不動産取得税も準用 

３ 
引き続き農業経営を行

っている旨の証明書 

税務署に提出する農地の相続税等の納税猶予適用継続申出

書（３年に１度）に添付。※県税の不動産取得税も準用 

４ 農地等の買受適格証明 
農地の競（公）売参加にあたり、農地法の許可が得られる

見込みのある者の証明。 

５ 現況確認証明 

現況非農地の土地について、農地法の適用を受けない土地

である旨の証明。法務局に提出する地目変更登記申請等に

添付。 

６ 
許可が取り消されてい

ない旨の証明 

許可証明の再交付に相当し、許可を受けた内容が取り消さ

れていないことの証明。許可後、相当期間において許可内

容を未登記であった農地の登記申請等に添付。 

※関連する証明：許可の条件を履行したことの証明、届出

が受理されていることの証明 

７ 
農地法施行規則第 29条

第１号の証明 

耕作の事業を行うもの自らの農業用施設であることの証

明。許可不要案件に該当する農地転用（２ａ未満）の地目

変更登記申請に添付。 
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 閲覧・公表事務  

農業委員会では、法令・通知に基づき、農地に関する情報や農業委員会の業務内容等

について次のとおり公表（閲覧対応）する。 

№ 主たる閲覧・公表事務 内 容 等 

１ 農地台帳（農業経営体） 
農地台帳に登載されている農業経営体の内容（農地の名寄

せ台帳等）の閲覧に対応。 

２ 農地台帳 

農地（市街化区域を除く）の所在地、現況地目、面積等の

一筆ずつの情報を窓口及び農林水産省が管理・運営する

「eMAFF 農地ナビ」のホームページで公表。 

※窓口に限り所有者等の氏名も公表する。 

３ 農地に関する地図 
農地に関する地図を農林水産省が管理・運営する「eMAFF

農地ナビ」のホームページで公表。 

４ 総会議事録 総会の議事録を市公式ホームページで公表。 

５ 
農業委員会の目標及びそ

の達成に向けた活動 

農地等の利用の最適化の推進活動、その他農業委員会にお

ける事務の実施状況について、市公式ホームページで公

表。 

 

 

 

 令和８年度農業委員会当初予算：一般事務費（歳出）         （単位：千円） 

１ 農業委員報酬（推進委員報酬を含む） ３７，５７２ 

２ 事務局費（事務局事務費、委員等旅費ほか） ７，７２３ 

３ 農業者年金受託事業費 ５４３ 

４ 農地利用最適化推進事業費（農地利用状況調査等経費） ４，７７４ 

歳 出 合 計 ５０，６１２ 
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令和８年度農業委員会年間スケジュール（概要） 
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関係機関・団体等との連携 
 

 関係機関・団体等と連携し、農業委員会が行う各種業務の円滑化に努める。 

 

農業委員会ネットワーク機構等 

・一般社団法人全国農業会議所 

・一般社団法人福島県農業会議 

・浜通り地方農業委員会協議会 

 

 

農業関係機関・団体等 

・国、県、市 

・公益財団法人福島県農業振興公社（農地中間管理機構） 

・福島さくら農業協同組合 

・福島県農業共済組合いわき支所 

・福島県土地改良事業団体連合会いわき支部及び市内土地改良区 

 

 

その他の関係機関・団体等 

・福島地方法務局いわき支局（農地の登記等全般） 

・独立行政法人農業者年金基金（農業者年金全般） 

・いわき税務署（農地の贈与税及び相続税の納税猶予） 

・福島県いわき地方振興局県税部（不動産取得税の徴収猶予、軽油引取税減免措置） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


